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議 事 録

会議の名称 平成３０年第１３回本庄市農業委員会総会

開催日時 平成３０年１２月２５日（火）
午後２時から

午後３時１０分まで

開催場所 本庄市役所 大会議室

出・欠席者 別紙のとおり

議事日程

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事録署名委員及び書記の指名

４ 付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに採決

（１）第７３号議案 農地法第３条の規定による許可申請について

（２）第７４号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定について（通年）

（３）第７５号議案 農地中間管理事業に係る農地利用配分計画（案）に

ついて（通年）

（４）第７６号議案 農地中間管理事業に係る農地利用配分計画（案）に

ついて（期間）

（５）第７７号議案 農地法第５条の規定による許可申請について

（６）第７８号議案 別段の面積について

（７）報告第５２号 農地法第３条の３の規定による届出について

（８）報告第５３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出につい

て

（９）報告第５４号 農地法第６条の規定による農地所有適確法人の報告

について

（10）報告第５５号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

５ 事務局連絡事項

６ 閉会

配付資料

１ 平成３０年第１３回本庄市農業委員会総会議事日程

２ 平成３０年第１３回本庄市農業委員会総会議案

３ 第１３回総会事務局連絡事項
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主 管 課 農業委員会事務局

会 議 の 経 過

発 言 者 発 言 内 容

事務局長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより総会を始めさせていただ

きます。

議事日程に従いまして、進めさせていただきます。

まず、議事日程１の開会を細野会長代理にお願いいたします。

細野会長代理 こんにちは。本日はお忙しい中、ご苦労様です。ただ今から平成３０年第

１３回本庄市農業委員会総会を開催いたします。よろしくお願いいたします。

事務局長 ありがとうございました。

次に、議事日程２あいさつに移ります。田端会長よりご挨拶をお願いいた

します。

田端会長 皆さんこんにちは。本庄市では、２月から今の農業委員会の体制が発足し

ましたが、皆さまと一緒にいく道が見えてきたという感じです。この１年大

変ありがとうございました。大変寒くなりましたが、風邪などをひかぬよう、

良い年を迎えてください。

本日もたくさんの案件がありますが、よろしくお願いいたします。

事務局長 ありがとうございました。本日、間正委員及び黒沢委員から欠席届が提出

されておりますので、ご報告いたします。

次に、総会の定足数についてでございます。農業委員会等に関する法律第

２７条第３項に、総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開

くことができないと規定されております。本日の総会は、在任委員４４名中

４２名の出席となっておりますので、総会が成立しておりますことをご報告

いたします。

これより議事に入ります。本庄市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

より、田端会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

議長 議事日程３議事録署名委員及び書記の指名を行います。

私から指名させていだくことに、ご異議ありませんか。

（異議なし、の声）

それでは、本日は５番坂上委員及び７番茂木悟委員に議事録署名委員をお

願いいたします。

また、会議書記は、事務局の飯島係長を指名いたします。
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次に、議事日程４付議事件の上程、提案理由及び内容の説明、質疑並びに

採決に入ります。本日の付議事件は、議案６件及び報告４件であります。

まず、第７３号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」を上

程いたします。事務局より説明願います。

事務局長 第７３号議案を説明いたしますので、議案書１ページをご覧ください。

第７３号議案農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明申し上

げます。本議案につきましては、農地法第３条第１項の規定により、別紙申

請について処分したいので、ご提案申し上げるものでございます。議案内容

ですが、農地法第３条の規定により、別紙の許可申請に係る処分の議決を求

めるものでございます。本日提出、会長。

申請内容については、２ページをご覧ください。申請件数は、２件となり

ます。その内訳は、売買による所有権移転２件でございます。

次に、農地の権利移動についての許可判断要件をご説明いたします。農地

法第３条第２項に許可判断の要件が規定されておりまして、まず、全部効率

利用要件で、農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。次に、

農作業常時従事要件で、農作業に常時従事すること。次に、下限面積要件で、

本庄市では経営面積の合計が５０a以上であること。次に、地域との調和要件

で、周辺の農地利用に悪影響を与えないこととなっておりまして、農地の受

け手がこれらすべての要件を満たしていないと許可できないこととなってお

ります。以上でございます。

議長 それでは、整理番号１から順に審議いたします。まず、整理番号１につい

て、事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号１を説明いたしますので、２ページをご覧ください。申請人の住

所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町八幡山地内の田２筆、面積

は記載のとおりです。売買による所有権移転です。経営状況は、記載のとお

りです。地区担当は、永尾委員でございます。なお、申請地位置図は、３ペ

ージになります。

受人所有農地の現地調査及び書類審査を事務局において実施しましたとこ

ろ、農地法第３条第２項の許可判断要件すべてを満たしているものと思われ

ます。以上でございます。

議長 整理番号１について、永尾委員の報告をお願いいたします。

永尾委員 １２番永尾が報告します。１２月２２日に、武政推進委員と現地確認をし、

受人から聞き取り調査を行いました。申請地は、３ページの地図をご覧くだ

さい。受人の状況ですが、受人の耕作は本人と世帯員、計４人で行っていま

す。農業従事日数は、３００日です。
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農機具はトラクター１台、耕運機１台、田植機２台を所有しております。

申請地は米を作付けしたいということです。所有農地も周辺の農地に影響も

なく問題ないかと思います。皆さまの慎重審議よろしくお願いいたします。

議長 整理番号１について、ご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号１の許可申請について、許可する

ことに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、整理番号１については、許可といたします。

次に、整理番号２について、事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号２を説明いたしますので、２ページをご覧ください。申請人の住

所氏名は、記載のとおりです。申請地は、沼和田地内の畑２筆、面積は記載

のとおりです。売買による所有権移転です。経営状況は、記載のとおりです。

地区担当は、塩原委員でございます。なお、申請地位置図は、４ページにな

ります。

受人所有農地の現地調査及び書類審査を事務局において実施しましたとこ

ろ、農地法第３条第２項の許可判断要件すべてを満たしているものと思われ

ます。以上でございます。

議長 整理番号２について、塩原委員の報告をお願いいたします。

塩原委員 ６番塩原が報告します。１２月２２日に、戸塚推進委員と現地確認をし、

受人から聞き取り調査を行いました。申請地は、４ページの地図をご覧くだ

さい。受人の状況ですが、受人の耕作は本人と世帯員、計３人で行っていま

す。農業従事日数は、１人が２４０日、２人が２００日です。

農機具はトラクター２台、耕運機１台を所有しております。申請地は養鶏

用のとうもろこしの作付けをしたいということです。所有農地も申請地と隣

接しており、周辺の農地に影響もなく問題ないかと思います。皆さまの慎重

審議よろしくお願いいたします。

議長 整理番号２について、ご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号２の許可申請について、許可する

ことに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、整理番号２については、許可といたします。

次に、７４号議案「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画の決定について（通年）」 を上程いたします。事務局より説明
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願います。

事務局長 第７４号議案を説明いたしますので、議案書５ページをご覧ください。

第７４号議案農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について（通年）をご説明申し上げます。本議案につきまして

は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、別紙農用地利用

集積計画を決定したいので、ご提案申し上げるものでございます。議案内容

ですが、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、別紙の農用地利用

集積計画の決定に係る議決を求めるものでございます。本日提出、会長。

計画内容については、６ページから３３ページをご覧ください。今回の申

請件数は、１４７件です。田１８２筆及び畑９６筆の面積合計

６００，３３０㎡の利用権設定でございます。それらのうち、７ページの７

番から３３ページの１４７番までの１４１件については、農地中間管理事業

として埼玉県農林公社が借主となり、出し手との利用権設定でございます。

次に、農用地利用集積計画について説明します。農用地利用集積計画は、

農業委員会の決定を経て、市で公告しますが、決定の要件としては農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の規定により、市で定めた基本構想に適合す

ることが必要でございます。

本庄市では、利用権の設定等を受ける者が備えるべき要件として、全ての

農用地を効率的に耕作又は養畜の事業を行うと認められること、耕作又は養

畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること、その者が農業に

よって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること、その者の農

業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいるものとさ

れており、以上の要件を全て備えることと定めております。今回の農用地利

用集積計画の内容は、これらの要件を全て満たしているものと思われます。

以上でございます。

議長 ただいま事務局より説明がありましたが、浅見委員、鈴木広子委員、坂爪

委員につきましては、利用権の設定をする者として、本人又は同居の親族が

議事対象となっておりますので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項

の規定により、議事に参与できませんので、退席をお願いいたします。

（退席後）

第７４号議案について、ご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。

第７４号議案については、原案のとおり決定することに、ご異議ございま

せんか。
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（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、第７４号議案については、原案のとおり決定い

たしました。

事務局に申し上げます。浅見委員、鈴木広子委員、坂爪委員の復席をお願

いします。

（復席）

次に、第７５号議案「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）

について（通年）」を上程いたします。事務局より説明願います。

事務局長 第７５号議案を説明いたしますので、議案書３４ページをご覧ください。

第７５号議案農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について

（通年）を、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、本庄市が農地中間管理機構へ提出する農用地利用

配分計画（案）に対しまして、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定に基づき、農業委員会の意見を決定したいので、ご提案申し

上げるものでございます。議案内容ですが、本庄市の農用地利用配分計画に

ついて、別紙のとおり計画することについて意見を求めるものでございます。

本日提出、会長。

配分計画につきましては、３５ページから５８ページまでをご覧ください。

借受希望者の公募に応募した担い手の方に農地中間管理機構が借り受けた農

地を再配分したものでございます。賃借権の設定等を受ける土地が田１７９

筆、畑８１筆、面積合計で５７９，０８０㎡でございます。設定する権利は、

すべて賃借権となっておりまして、それらの設定を受ける者は、記載のとお

り５２名となっております。

５９ページから６１ページにつきましては、耕作者が変更となる土地で、

田１７筆、畑７筆、面積合計で、４２，６６１㎡でございます。設定する権

利は、すべて賃借権となっており、設定を受ける者は記載のとおり３名とな

っております。

農用地利用配分計画（案）に対する意見については、農地のすべてを効率

的に利用して耕作等の事業を行う見込みであること、周辺の農地利用に悪影

響を及ぼさないこと、必要な農作業に常時従事する見込みがあることなどの

視点において、本庄市から意見を求められておりまして、今回の農用地利用

配分計画（案）の内容については、これらの要件を全て満たしているものと

思われます。以上でございます。

議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、浅見委員、鯨井委員、坂爪委

員、鈴木広子委員、齊藤勇委員につきましては、賃借権の設定等を受ける者
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として、本人又は同居の親族が議事対象となっておりますので、農業委員会

等に関する法律第３１条第１項の規定により、議事に参与できませんので、

退席をお願いいたします。

（退席後）

第７５号議案について、皆さんから、ご質疑がございましたらお願いいた

します。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。

第７５号議案については、原案のとおり計画することに、ご異議ございま

せんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、第７５号議案については、原案のとおり計画す

ることに「意見なし」で本庄市長に回答いたします。

事務局に申し上げます。浅見委員、鯨井委員、坂爪委員、鈴木広子委員、

齊藤勇委員の復席をお願いします。

（復席）

次に、第７６号議案「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）

について（期間）」 を上程いたします。事務局より説明願います。

事務局長 第７６号議案を説明いたしますので、６２ページをご覧ください。

第７６号議案農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）について

（期間）を、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、本庄市が農地中間管理機構へ提出する農用地利用

配分計画（案）に対しまして、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定に基づき、農業委員会の意見を決定したいので、ご提案申し

上げるものでございます。議案内容ですが、本庄市の農用地利用配分計画に

ついて、別紙のとおり計画することについて意見を求めるものでございます。

本日提出、会長。

配分計画については、６３ページから７９ページまでをご覧ください。賃

借権の設定等を受ける土地が田１２７筆、畑５７筆、面積合計で、

４４１，８４９㎡でございます。設定する権利は、すべて麦作期間の使用貸

借となっておりまして、それらの設定を受ける者は、記載のとおりとなって

おります。

８０ページにつきましては、耕作者が変更となる土地で、田１筆、面積合

計で、１，２８２㎡でございます。設定する権利は、使用貸借権となってお

り、設定を受ける者は記載のとおり１名となっております。
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農用地利用配分計画（案）に対する意見については、農地のすべてを効率

的に利用して耕作等の事業を行う見込みであること、周辺の農地利用に悪影

響を及ぼさないこと、必要な農作業に常時従事する見込みがあることなどの

視点において、本庄市から意見を求められておりまして、今回の農用地利用

配分計画（案）の内容については、これらの要件を全て満たしているものと

思われます。以上でございます。

議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、坂爪委員及び齊藤勇委員につ

きましては、賃借権の設定等を受ける者又は賃借権の設定を受けている者と

して、本人が議事対象となっておりますので、農業委員会等に関する法律第

３１条第１項の規定により、議事に参与できませんので、退席をお願いいた

します。

（退席後）

第７６号議案について、皆さんから、ご質疑がございましたらお願いいた

します。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。

第７６号議案については、原案のとおり計画することに、ご異議ございま

せんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、第７６号議案については、原案のとおり計画す

ることに「意見なし」で本庄市長に回答いたします。

事務局に申し上げます。坂爪委員及び齊藤勇委員の復席をお願いします。

（復席）

次に、第７７号議案「農地法第５条の規定による許可申請について」を上

程いたします。事務局より説明願います。

事務局長 第７７号議案を説明いたしますので、議案書８１ページをご覧ください。

第７７号議案農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明申し上

げます。本議案につきましては、農地法第５条第３項の意見を付して、埼玉

県知事に送付するため、別紙申請について意見の決定をしたいので、ご提案

申し上げるものでございます。議案内容ですが、農地法第５条の規定により、

別紙の許可申請について意見を求めるものでございます。本日提出、会長。

申請内容については、８２ページをご覧ください。申請件数は６件で、す

べて所有権移転でございます。以上でございます。

議長 それでは、整理番号１から順に審議いたします。まず、整理番号１につい

て、事務局より説明を求めます。
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事務局長 整理番号１を説明いたしますので、８２ページをご覧ください。申請人の

住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、西富田地内の畑１筆、面積は記

載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、自己用住宅用

地です。用途地域は、指定なしです。都市計画法第３４条第１１号の指定区

域となっています。地区担当は、鈴木広子委員でございます。

申請地は、８３ページをご覧ください。５－１については、農用地区域内

農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満である

ことから第２種農地と判断いたしました。第２種農地の転用は、申請地に替

えて周辺の他の土地を供することによって、申請事業の目的を達成すること

ができないと認められるときは、許可相当になりますので、本申請は許可相

当であるものと思われます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、

申請書類を審査する限りにおいて、ないものと思われます。以上でございま

す。

議長 整理番号１について、鈴木広子委員の報告をお願いいたします。

鈴木広子委員 １０番鈴木が報告いたします。１２月２２日に笠原委員と現地確認と聞き

取りを行いました。申請地は、８３ページの地図をご覧ください。

申請地は、住宅が建ち並ぶ中にあり、用途地域は都市計画法３４条１１号

区域となっております。申請事由は自己用住宅用地です。農地の集団性や周

辺農地等への支障は無いことから、転用に当たっては特に問題はないと思わ

れます。皆さまの慎重審議をよろしくお願いいたします。

議長 整理番号１について、ご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号１の許可申請について、許可相当

とすることに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、整理番号２について、事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号２を説明いたしますので、８２ページをご覧ください。申請人の

住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、西富田地内の畑１筆、面積は記

載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、建売住宅用地

です。用途地域は、指定なしです。都市計画法３４条１１号区域となってお

ります。地区担当は、鈴木委員でございます。

申請地は、８４ページをご覧ください。５－２については、農用地区域内

農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満である

ことから第２種農地と判断いたしました。第２種農地の転用は、申請地に替



10

えて周辺の他の土地を供することによって、申請事業の目的を達成すること

ができないと認められるときは、許可相当になりますので、本申請は許可相

当であるものと思われます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、

申請書類を審査する限りにおいて、ないものと思われます。以上でございま

す。

議長 整理番号２について、鈴木広子委員の報告をお願いいたします。

鈴木広子委員 １０番鈴木が報告いたします。１２月２２日に笠原委員と現地確認と聞き

取りを行いました。申請地は、８４ページの地図をご覧ください。

申請地は、○○○○○からやや南に入った場所となります。住宅や駐車場

などが周辺にあり、用途地域は都市計画法３４条１１号区域となっておりま

す。申請事由は建売住宅用地です。農地の集団性や周辺農地等への支障は無

いことから、転用に当たっては特に問題はないと思われます。皆さまの慎重

審議をよろしくお願いいたします。

議長 整理番号２について、皆さまよりご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号２の許可申請について、許可相当

とすることに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、整理番号３について、事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号３を説明いたしますので、８２ページをご覧ください。申請人の

住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町元田地内の田１筆、面積

は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、太陽光発

電施設用地です。用途地域は、指定なしです。地区担当は、坂本委員でござ

います。

申請地は、８５ページをご覧ください。５－３については、農用地区域内

農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満である

ことから第２種農地と判断いたしました。第２種農地の転用は、申請地に替

えて周辺の他の土地を供することによって、申請事業の目的を達成すること

ができないと認められるときは、許可相当になりますので、本申請は許可相

当であるものと思われます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、

申請書類を審査する限りにおいて、ないものと思われます。以上でございま

す。

議長 整理番号３について、坂本委員の報告をお願いいたします。

坂本委員 １７番坂本よりご説明させていただきます。１２月２２日に倉林正推進委
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員と現地確認をしました。８５ページ５－３の地図をご覧ください。申請地

は中山間地域であり、用途地域は指定なしの区域となっております。申請事

由は太陽光発電施設用地です。近くにも、太陽光発電の施設がいくつかあり、

農地の集団性や周辺農地等への支障は無いことから、転用に当たっては特に

問題はないと思われます。皆さまの慎重審議をよろしくお願いいたします。

議長 整理番号３について、皆さまよりご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号３の許可申請について、許可相当

とすることに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、整理番号４についてですが、整理番号５と申請人、権利区分及び転

用目的が同一であり、申請地についても近い場所であることから、整理番号

４及び５を一括して審議します。事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号４及び整理番号５を一括で説明いたしますので、８２ページをご

覧ください。申請人の住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町児

玉地内の畑３筆、面積は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。

申請事由は、太陽光発電施設用地です。用途地域は、指定なしです。申請地

は、児玉町児玉地内でありますが、当該地区につきましては、行政区が長沖

であることから、地区担当は田端会長でございます。

申請地は、８６ページをご覧ください。５－４及び５－５については、い

ずれも農用地区域内農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘ

クタール未満であることから第２種農地と判断いたしました。第２種農地の

転用は、申請地に替えて周辺の他の土地を供することによって、申請事業の

目的を達成することができないと認められるときは、許可相当になりますの

で、本申請は許可相当であるものと思われます。また、一般基準の不許可相

当に該当する項目は、申請書類を審査する限りにおいて、ないものと思われ

ます。以上でございます。

議長 整理番号４及び５について、私から報告させていただきます。

１２月２２日に倉林永次推進委員と現地確認をしました。８６ページ、５

－４、５－５の地図をご覧ください。申請地は、○○○の○○を植えており

ましたが、生産性が悪く、今回の申請に至りました。用途地域は指定なしの

区域となっております。申請事由は太陽光発電施設用地です。農地の集団性

や周辺農地等への支障は無いことから、転用に当たっては特に問題はないと

思われます。皆さまの慎重審議をよろしくお願いいたします。
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整理番号４及び５について、ご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号４及び５の許可申請について、許

可相当とすることに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、整理番号６について、事務局より説明を求めます。

事務局長 整理番号６を説明いたしますので、８２ページをご覧ください。申請人の

住所氏名は、記載のとおりです。申請地は、児玉町共栄地内の畑２筆、面積

は記載のとおりです。権利区分は、所有権移転です。申請事由は、資材置場・

駐車場用地です。用途地域は、指定なしです。地区担当は、坂爪委員でござ

います。

申請地は、８７ページをご覧ください。５－６については、農用地区域内

農地及び甲種農地には該当せず、農地の集団性が１０ヘクタール未満である

ことから第２種農地と判断いたしました。第２種農地の転用は、申請地に替

えて周辺の他の土地を供することによって、申請事業の目的を達成すること

ができないと認められるときは、許可相当になりますので、本申請は許可相

当であるものと思われます。また、一般基準の不許可相当に該当する項目は、

申請書類を審査する限りにおいて、ないものと思われます。以上でございま

す。

議長 整理番号６について、坂爪委員の報告をお願いいたします。

坂爪委員 １８番坂爪よりご説明させていただきます。１２月２２日に新井推進委員

と現地確認をしました。８７ページ、５－６の地図をご覧ください。用途地

域は指定なしの区域となっております。申請事由は資材置場・駐車場用地で

す。隣接地の別の会社の駐車場となっており、農地の集団性や周辺農地等へ

の支障は無いことから、転用に当たっては特に問題はないと思われます。皆

さまの慎重審議をよろしくお願いいたします。

議長 整理番号６について、皆さまよりご質疑がありましたらお願いいたします。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。整理番号６の許可申請について、許可相当

とすることに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、第７８号議案「別段の面積について」 を上程いたします。事務局よ

り説明願います。
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事務局長 第７８号議案を説明いたしますので、８８ページをご覧ください。

第７８号議案 別段の面積について、ご説明申し上げます。本議案につき

ましては、農業委員会の適正な事務実施についてにより、毎年、別段の面積

の設定の必要性を検討することとなっているため、ご提案申し上げるもので

ございます。議案内容ですが、農地法第３条第２項第５号の別段の面積の設

定について、次のとおりの決定を求めるものでございます。本日提出、会長。

農地法第３条第２項第５号の別段の面積については、設定しないものとし、

本庄市の区域の全部において、同号に規定する５０アールを権利移動の下限

面積とする内容でございます。理由といたしましては、２０１５農林業セン

サス「経営耕地面積規模別農家数」において、５０ａ未満の農地を耕作して

いる農家数が、全農家数の１５．２％であり、５０ａ未満の農地耕作農家数

は低い割合でございます。下限面積を５０アール未満に下げることは、小規

模農家を増加させ、担い手への利用集積等に支障をきたすとともに、農地の

細分化を招くおそれがあるものでございます。また、農地法第３０条第１項

の規定に基づいて実施した平成３０年度農地利用状況調査の結果、市内の遊

休農地率は、２．５８％であり、農地法施行規則第１７条第２項に規定する

相当程度でないものでございます。以上の２点を理由として、別段の面積を

設定しないものとするものでございます。以上でございます。

議長 第７８号議案について、皆さまから、ご質疑がございましたらお願いいた

します。

（なし、の声）

それでは、お諮りいたします。第７８号議案については、原案のとおり決

定することに、ご異議ございませんか。

（異議なし、の声）

ご異議ございませんので、第７８号議案については、原案のとおり別段の

面積を設定しないことに決定いたしました。

以上で、議案審議を終了いたします。

続きまして、報告に入ります。

まず、報告第５２号を事務局よりお願いします。

事務局長 報告第５２号を説明いたしますので、議案書８９ページをご覧ください。

報告第５２号農地法第３条の３の規定による届出について、農地法第３条

の３の規定により、別紙の届出について本庄市農業委員会事務決裁規程第３

条の規定により専決したので報告するものでございます。本日提出、会長。

届出内容については、９０ページ及び９１ページをご覧ください。専決処

分件数は、６件です。相続等により農地を取得した場合は、遅滞なく農業委
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員会へ届け出なければならないという規定による届出でございます。以上で

ございます。

議長 報告でありますので、ご了解いただき、次に進みます。

次に、報告第５３号を事務局よりお願いします。

事務局長 報告第５３号を説明いたしますので、議案書９２ページをご覧ください。

報告第５３号農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、農地

法第５条第１項第６号の規定により、別紙の届出について本庄市農業委員会

事務決裁規程第３条の規定により専決したので報告するものでございます。

本日提出、会長。

届出内容については、９３ページ及び９４ページをご覧ください。専決処

分件数は１１件です。市街化区域内にある農地を農地以外のものにして、所

有権の移転などをする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで県知

事の許可を必要としないという規定による届出でございます。以上でござい

ます。

議長 報告でありますので、ご了解いただき、次に進みます。

次に、報告第５４号を事務局よりお願いします。

事務局長 報告第５４号を説明いたしますので、議案書９５ページをご覧ください。

報告第５４号農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告につい

て、農地法第６条第１項の規定により、別紙のとおり報告書が提出されたの

で報告するものでございます。本日提出、会長。

報告書の提出件数は、２件で、その報告書が９６ページから９９ページの

とおりとなっております。２件は、同法人からの昨年分の報告書と今期分の

報告書となっております。

農地所有適格法人とは、耕作目的での農地の所有権などの権利の取得が認

められている農地法上の法人でございます。農地所有適格法人となるための

要件は、「法人形態要件」「構成員要件」「事業要件」「役員要件」となってお

ります。これらの要件は、設立時のみでなく、設立後も満たされていること

が必要となります。毎事業年度の終了後、３ヶ月以内に事業の状況等を農業

委員会へ報告することが義務付けられているものです。以上でございます。

議長 報告でありますので、ご了解いただき、次に進みます。

次に、報告第５５号を事務局よりお願いします。

事務局長 報告第５５号を説明いたしますので、議案書１００ページをご覧ください。

報告第５５号農地法第１８条第６項の規定による通知について、農地法第

１８条第６項の規定により、別紙農地の賃貸借契約合意解約通知書を受理し、

同条第１項の規定に基づく合意解約が成立したので報告するものでございま
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す。本日提出、会長。

賃貸借契約合意解約通知書の受理件数は、５９件です。その通知内容は、

１０１ページから１１２ページをご覧ください。農地の賃貸借につき合意に

よる解約の通知が農地法第１８条第１項ただし書の規定により同項の許可を

要しないで行われた場合には、これらの行為をした者は、農業委員会にその

旨を通知しなければならないという規定による通知でございます。以上でご

ざいます。

議長 以上で、報告を終了いたします。

皆さまのご協力により、本日の付議事件は、すべて終了いたしました。

ここで、議長の座を降ろさせていただきます。ありがとうございました。

事務局長 ありがとうございました。

次に、議事日程５事務局連絡事項に移ります。

（事務局説明）

閉会



　平成３０年１２月２５日（火）

　田端　講一

議席
番号

農業委員氏名 出欠状況
議事録
署名人

地区 推進員氏名 出欠状況

1 細野　俊文 出席 齋藤　好幸 出席
2 小川　　忠 出席 久米　正夫 出席
3 前原　喜夫 出席 福島　　一 出席
4 茂木　伸夫 出席 八木　　弘 出席
5 坂上　佳久 出席 ○ 戸塚　　毅 出席
6 塩原  一 出席 亀田　伸一郎 出席
7 茂木　　悟 出席 ○ 飯島　和憲 出席
8 立石　勝義 出席 鯨井　雅吏 出席
9 浅見　精治 出席 笠原　正一 出席
10 鈴木　広子 出席 田島　勇扇 出席
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12 永尾　路子 出席 倉林　永次 出席
13 田端　講一 出席 鈴木　良美 出席
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15 吉田　　功 出席 清水　文夫 出席
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17 坂本　枝 出席 間正　　始 欠席
18 坂爪　　裕 出席 倉林　　正 出席
19 池田　　稔 出席 木村　文子 出席

細野　林之助 出席 黒沢　　豊 欠席
吉岡　　昭 出席 新井　明夫 出席

藤田 内田　徳晃 出席 齊藤　　勇 出席
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